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令和５年度徳島県地域職業訓練実施計画  

令和５年３月２３日  策定  

令和５年１１月１日  改訂  

第１  総則 

１ 計画のねらい 

産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化の中で、職業の

安定、労働者の地位の向上及び経済社会の発展を図るためには、これらに

よる業務の内容の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び円滑な就

職に資するよう、労働者に対して適切な職業能力開発を行う必要がある。

このため、徳島県、事業主等が行う職業能力開発に関する自主的な努力を

尊重しつつ、雇用失業情勢等に応じて、国が、職業能力開発促進法（昭和

44 年法律第 64 号。以下「能開法」という。）第 16 条第１項の規定に基づき

設置する公共職業能力開発施設（以下「公共職業能力開発施設」という。）

において実施する職業訓練（能開法第 15 条の７第３項の規定に基づき実施

する職業訓練（以下「委託訓練」という。）を含む。以下「公共職業訓練」

という。）及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する

法律（平成 23 年法律第 47 号。以下「求職者支援法」という。）第４条第

１項の規定により厚生労働大臣の認定を受けた職業訓練（以下「求職者支

援訓練」という。）の充実を図ることにより、労働者の十分な職業能力開

発の機会を確保する必要がある。 

本計画は、本計画の対象期間（以下「計画期間」という。）中における

対象者数や訓練内容等を明確にし、計画的な公共職業訓練及び求職者支援

訓練（以下「公的職業訓練」という。）の実施を通じて、職業の安定、労

働者の地位の向上等を図るものである。 

また、公共職業能力開発施設は、本計画を実施する際に、徳島労働局、

ハローワーク、徳島県等関係機関との連携を図り、効率的かつ効果的な公

共職業訓練の実施を図るものとする。 

 

 ２ 計画期間 

計画期間は、令和５年４月１日から令和６年３月 31 日までとする。 

 

３ 計画の改定 

本計画は、公的職業訓練の実施状況等を踏まえ、必要な場合には改定を

行うものとする。 
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第２   労働市場の動向と課題等  

 １ 労働市場の動向と課題  

新型コロナウイルス感染症の感染拡大後、有効求人倍率の悪化など雇用

への大きな影響が見られたものの、足下の令和４年 12 月現在では求人の持

ち直しの動きが堅調である。一方、コロナ禍からの経済活動の再開に伴っ

て人手不足感が再び深刻化し、社会全体での有効な人材活用が必要であり、

そのためには、働く方々の意欲と能力に応じた多様な働き方を可能とし、

賃金上昇の好循環を実現していくことが重要である。  

また、中長期的にみると、我が国は少子化による労働供給制約という課

題を抱え、特に、徳島県においては、全国を上回る速度で人口減少や少子

高齢化が進んでいる。こうした中で、地域経済の持続的な発展と成長を実

現していくためには、多様な人材が活躍できるような環境整備を進め、一

人ひとりの労働生産性を高めていくことが必要不可欠であり、そのために

は、職業能力開発への投資を推進していくことが重要である。 

デジタル・トランスフォーメーションやグリーン・トランスフォーメー

ション（以下「ＤＸ等」という。）の進展といった大きな変革の中で、中小

企業等の着実な事業展開、生産性や技能・技術の向上のために必要となる

人材の確保、育成が求められている。加えて、企業規模等によってはＤＸ

等の進展への対応に遅れがみられることにも留意が必要である。 

こうした変化への対応が求められる中で、地域のニーズに合った人材の

育成を推進するためには、公的職業訓練のあり方を不断に見直し、離職者

の就職の実現に資する公的職業訓練や、産業界や地域の人材ニーズに合致

した在職者の生産性の向上等、多様な職業能力開発の機会を確保・提供す

ることが重要である。 

特に、デジタル分野については、「デジタル田園都市国家構想総合戦略」

（令和４年 12 月 23 日閣議決定）等において、デジタル人材が質・量とも

に不足していることと、都市圏への偏在といった課題を解決するために、

職業訓練のデジタル分野の重点化に計画的に取り組むこととしている。  

障害者については、ハローワークにおける新規求職申込件数が増加傾向

にあり、障害者の障害特性やニーズに応じた就職が実現できるよう、一層

の環境整備が求められるとともに、人生 100 年時代の到来による職業人生

の長期化を踏まえ、今後は雇入れ後のキャリア形成支援を進めていく必要

がある。また、障害者の福祉から雇用への移行を促進するため、障害者雇

用施策と障害者福祉施策が連携を図りつつ、個々の障害者の就業ニーズに

即した職業能力開発を推進し、障害者の職業の安定を図る必要がある。  
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２ 令和４年度における公的職業訓練をめぐる状況  

令和４年度の新規求職者は令和４年 12 月末現在で 21,942 人（前年同月

比 100.8％）であり、そのうち、求職者支援法第２条に規定する特定求職者

に該当する可能性のある者の数は令和４年 12 月末現在で 10,370 人（前年同

月比 101.5％）であった。 

これに対し、令和４年度の公的職業訓練の受講者数については、以下のと

おりである。 

＜令和４年４月～12 月＞ 

  離職者に対する公共職業訓練  496 人（前年同期比 84.5％） 

求職者支援訓練 269 人（前年同期比 128.1％） 

在職者訓練（徳島県）     194 人（前年同期比 122.0％） 

在職者訓練（ﾎﾟﾘﾃｸｾﾝﾀｰ徳島）  267 人（前年同期比 87.8％） 

 

また、令和４年度における公的職業訓練の就職率については、以下のとお

りである。  

＜令和３年 10 月～令和４年６月末修了者＞  

  ・公共職業訓練（離職者訓練）  施設内訓練  82.2％  

                   委託訓練    85.1％  

    

    ・求職者支援訓練         基礎コース  68.8％  

                     実践コース  60.1％  

※  就職率は、令和３年 10 月から令和４年６月末までに訓練を修了した者の三ヶ月後の就職  

状況に基づいて把握した率である。  

         ※  公共職業訓練は、雇用保険が適用される労働条件での就職、求職者支援訓練は、雇用保  

            険が適用される労働条件で就職し、かつ雇用保険の資格取得がなされている就職を基  

      に就職率を算定している。   

 

第３ 令和５年度の公的職業訓練の実施方針 

令和３年度の離職者向け公的職業訓練の実施状況を分析すると、  

①  応募倍率、就職率ともに高い分野（「IT 分野」）があること 

②  応募倍率、就職率ともに高い（「介護・医療・福祉分野」）ものの求

人が高止まりで推移し、人材が不足している分野があること 

③  求職者支援訓練のうち基礎コースは令和３年度計画では認定規模の

30％程度としていたが、実績は２割であること 

④  デジタル人材が質・量とも不足していることが課題であること 

といった課題がみられた。 
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これらの課題の解消を目指し、令和５年度の公的職業訓練は以下の方針

に基づいて実施する。 

①  については、求職者ニーズが高く、応募・受講しやすい募集・訓練日

程を検討した上で実施するとともに、訓練コースの拡充に努める。 

②  については、応募・受講しやすい募集・訓練日程を検討した上で実施

するとともに、ハローワークと連携した就職支援を強化する。また、

就職支援策が十分であるか検討を進める。 

③  については、社会人としての基礎的能力を付与する基礎コースの設定

を推進するとともに、実態を踏まえた計画を策定する。  

④  については、職業訓練のデジタル分野への重点化を図り、訓練コース

の拡充に努めるとともに、県内においては訓練実施施設が限られるた

め、訓練機関の開拓に努める。 

 

第４  計画期間中の公的職業訓練  

１ 離職者に対する公的職業訓練 

（１）離職者に対する公共職業訓練 

ア 対象者数及び目標 

（国の施設内訓練） 

対象者数 364 人 

目標 就職率：82.5％ 

（委託訓練） 

対象者数 625 人 

目標 就職率：75％ 

 

イ 職業訓練の内容、職業訓練を設定する上での留意事項等  

離職者に対する公共職業訓練については、訓練内容や訓練コースの

設定について、以下の点を踏まえた実施に努める。  

①  職業訓練の内容等 

 職業訓練の内容に応じた様々な民間教育訓練機関を活用した多様な

職業能力開発の機会の提供にあっては、徳島県が能開法第 16 条第１

項または第２項の規定に基づき設置する施設（障害者職業能力開発校

を除く。）において実施する職業訓練との役割分担を踏まえる。  

 国の施設内訓練については、民間教育訓練機関では実施できないも

のづくり分野において実施する。 

 受講者に対する訓練修了前から就職まで一貫した支援のため、ハロ
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ーワークと関係機関との連携強化の下、ジョブ・カードを活用したキ

ャリアコンサルティング、求人情報の提供等の計画的な就職支援を実

施する。 

 

②  分野に応じた訓練コースの設定等 

 IT 分野、デザイン分野については、デジタル分野の重点化の観点か

ら、IT、WEB デザイン関連の資格取得を目指すコースや企業実習を組

み込んだ訓練コースの委託費の上乗せ措置、オンライン訓練（e ラー

ニングコース）におけるパソコン等の貸与に要した経費を委託費の対

象とする措置により、訓練コースの設定を推進する。  

 IT 分野、デザイン分野については、就職率の向上のため、求人ニー

ズに即した訓練コースを促進し、十分な就職支援を実施する。 

 IT 分野、デザイン分野については、職業訓練の受講により習得でき

るスキル（資格など）の見える化・明確化を進める一方で、求人企業

が求めるスキル等の見える化・明確化や、公的職業訓練受講者をター

ゲットにした求人提出の働きかけの実施等ハローワークと連携した

就職支援を実施する。 

 デジタル技術の進展に的確に対応するためには、DX、DX 人材の正し

い理解を深めるとともに、デジタル技術・データの利活用を通じて、

既存業務に変革をもたらす人材を重点的に育成することが必要であ

り、ものづくり分野については、ＤＸ等に対応した職業訓練コースを

充実させる。 

 介護分野については、職場見学・職場体験等を組み込んだ訓練コー

スの委託費の上乗せ措置により、訓練コースの設定を促進する。  

 介護・医療・福祉分野については、人材を確保する観点から、その

担い手を育成する必要があるため、応募・受講しやすい募集・訓練日

程を検討した上で実施するとともに、ハローワークと連携し、就職支

援を強化する。 

 

③  対象者に応じた訓練コースの設定等 

 育児や介護等、多様な事情を抱える求職者等が主体的に受講できる

よう実施期間・時間に配慮した訓練コースや、オンライン訓練（e ラ

ーニングを含む。）、託児サービス付き訓練コースの設定を推進する。  

 雇用のセーフティネットとして、母子家庭の母等のひとり親、刑務

所を出所した者、定住外国人等特別な配慮や支援を必要とする求職者
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に対して、それぞれの特性に応じた職業訓練を実施する。  

 これまで能力開発の機会に恵まれなかった非正規雇用労働者等を対

象とした国家資格の取得等を目指す長期の訓練コースについては、対

象となる者の受講促進に努め、正社員就職に導くことができる充実し

た訓練の実施を推進する。 

 

（２）求職者支援訓練 

ア 対象者数及び目標 

対象者数 521 人に訓練機会を提供するため、訓練認定規模の上限  

743 人 

目標 就職率：基礎コース 69％ 実践コース 63％ 

 

イ 職業訓練の内容、職業訓練を設定する上での留意事項等  

     求職者支援訓練については、訓練内容や訓練コースの設定について、

以下の点を踏まえた実施に努める。 

①  職業訓練の内容等 

  基礎的能力を習得する職業訓練（基礎コース）及び実践的能力を習

得する職業訓練（実践コース）を設定することとし、認定規模は以下

のとおりとする。 

基礎コース 228 人 

実践コース 515 人 

なお、実践コースのうちデジタル分野 110 人、介護・医療・福祉分

野 135 人として設定する。 

  地域ニーズ枠については、地域の実情を踏まえ 60 人（営業・販売・

事務分野 30 人、介護・医療・福祉分野 30 人）で設定する。 

  新規参入となる職業訓練の上限は以下のとおりとする。 

基礎コース 30％ 

実践コース 30％ 

  新規参入枠については、一の申請対象期間における新規参入枠以外

の設定数（以下「実績枠」という。）に対する認定申請が、当該実績

枠の上限を下回る場合は、当該実績枠の残余を、当該申請対象期間内

の新規参入枠とすることも可能とする。 

  新規参入枠については、①職業訓練の案等が良好なものから認定、

②①以外については、求職者支援訓練の就職実績等が良好なものから

認定する。 
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  受講者に対する訓練修了前から就職まで一貫した支援のため、ハロ

ーワークと関係機関との連携強化の下、ジョブ・カードを活用したキ

ャリアコンサルティング、求人情報の提供等の計画的な就職支援を実

施する。 

 

② 分野に応じた訓練コースの設定等 

  IT 分野、デザイン分野については、デジタル分野の重点化の観点か

ら、IT、WEB デザイン関連の資格取得を目指す訓練コースへの基本奨

励金の上乗せ措置、企業実習を組み込んだデジタル分野の訓練コース

やオンライン訓練（e ラーニングコース）におけるパソコン等の貸与

に要した経費への奨励金支給措置により、訓練コースの設定を推進す

る。 

  IT 分野、デザイン分野については、就職率の向上のため、求人ニー

ズに即した訓練コースを促進し、十分な就職支援を実施すること。  

  IT 分野、デザイン分野については、職業訓練の受講により習得でき

るスキル（資格など）の見える化・明確化を進める一方で、求人企業

が求めるスキル等の見える化・明確化や、公的職業訓練受講者をター

ゲットにした求人提出の働きかけの実施等ハローワークと連携した

就職支援を実施する。 

  デジタル技術の進展に的確に対応するためには、DX、DX 人材の正し

い理解を深めるとともに、デジタル技術・データの利活用を通じて、

既存業務に変革をもたらす人材を重点的に育成することが必要であ

り、ＤＸ等に対応した職業訓練を推進する。 

  PC スキルを習得していない若い世代への教育の機会の提供や高年齢

者が PC スキルを習得し再就職に資するよう、営業・販売・事務分野

等の訓練コースにおいて IT リテラシーの充実を図る。 

  介護分野については、職場見学・職場体験等を組み込んだ訓練コー

スへの奨励金支給措置により、訓練コースの設定を促進する。  

 介護・医療・福祉分野については、人材を確保する観点から、その

担い手を育成する必要があるため、応募・受講しやすい募集・訓練日

程を検討した上で実施するとともに、ハローワークと連携し、就職支

援を強化する。 

 

③ 対象者に応じた訓練コースの設定等 

・ 育児や介護等、多様な事情を抱える求職者等が主体的に受講できる
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よう実施期間・時間に配慮した訓練コースや、オンライン訓練（ e ラ

ーニングを含む。）、託児サービス付き訓練コースの設定を推進する。 

 

２ 在職者に対する公共職業訓練等 

（１）対象者数 

公共職業訓練(在職者訓練)    485 人 

生産性向上支援訓練          560 人 

 

（２）職業訓練の内容等 

・ ものづくり分野において、企業の中で中核的役割を果たしている者

を対象に、専門的知識及び技能・技術を習得させる高度なものづくり

訓練を実施する。さらに、ポリテクセンター徳島に設置された「生産

性向上人材育成支援センター」においては、幅広い分野の事業主から

のデジタル人材や生産性向上に関する相談等に対応するとともに、課

題の解消に向けた適切な職業訓練のコーディネート等の事業主支援

を実施する。 

・ ものづくり分野については、ＤＸ等に対応した職業訓練コースの開  

発・充実、訓練内容の見直し等を図る。 

・  訓練の効果を客観的に把握する観点から、訓練コースの受講を指示

した事業主等に対して、受講者が習得した能力の職場での活用状況

について確認する。 

 

３ 学卒者に対する公共職業訓練 

（１）対象者数及び目標 

対象者数 240 人（普通課程 120 人、短期課程 120 人） 

目標   就職率：95％ 

     

４ 障害者等に対する公共職業訓練 

（１）対象者数及び目標 

  （委託訓練） 

対象者数 39 人 

目標 就職率：55％ 

 

（２）職業訓練の内容等 

  障害者委託訓練の設定については、就職に結びつきやすい実践能力
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習得訓練コースの訓練期間の柔軟化や委託先開拓業務等の外部委託

の活用等により、精神障害者向けの訓練コース設定を促進しつつ、

委託元である徳島県が関係機関と連携を図り、対象となる障害者の

確保、法定雇用率が未達成である企業や障害者の雇用の経験の乏し

い企業を含めた委託先の新規開拓に取り組む。障害者委託訓練のう

ち知識・技能習得訓練コース等において、障害を補うための職業訓

練支援機器等を活用した場合、職場実習機会を付与した場合や就職

した場合の経費の追加支給を実施するなど、訓練内容や就職支援の

充実を図りながら、引き続き推進する。 

  障害者の就業ニーズ及び企業の人材ニーズを踏まえ、訓練コースの

見直しを実施する。 

  定員の充足状況や修了者の就職実績が低調なものについては、その

原因の把握及び分析を行った上で、その内容等の見直しを図るほか、

当該公共職業訓練の受講者に対し、ハローワーク等との連携強化の

下、当該公共職業訓練の開始時から計画的な就職支援を実施する。 

 

５ その他、職業能力の開発及び向上の促進のための取組等  

（１）職業訓練の周知広報について 

   職業訓練の受講が必要とされる者に対して、職業訓練を受講すること

で、取得できる資格、知識、技能、企業での活躍事例を含めた広報が必

要であり、訓練実施機関、徳島労働局、ハローワーク及び徳島県は、訓

練内容の広報の充実、SNS 等による情報発信に取り組む。 

 

（２）人材開発支援助成金の活用促進について 

    「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」（令和４年 10 月

28 日閣議決定）においては、「人への投資」の抜本的強化を図ることと

しており、徳島労働局は、企業におけるデジタル人材の育成等を支援す

るため、人材開発支援助成金「人への投資促進コース」及び「事業展開

等リスキリング支援コース」の積極的な活用促進を図る。 

 

（３）地域リスキリング推進事業について  

    地域に必要な人材確保（中小企業、農林水産、介護等）のため、デジ

タル・グリーン等成長分野に関するリスキリングの推進に資する「①経

営者等の意識改革・理解促進」、「②リスキリングの推進サポート等」

及び「③従業員の理解促進・リスキリング支援等」に関する事業（地方
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単独事業）について、徳島県が実施するのは、次の「地域リスキリング

推進事業一覧」のとおりとする。  

   また、関係事業の実施状況については、徳島県地域職業能力開発促進協

議会に報告する。  

 

地域リスキリング推進事業一覧  

地方公

共団体  

担当課名  事業名  事業費（円） 実施主体  

事業の対

象者  

事業内容  備考 

徳島県  企 業 支 援

課  

とくしま経営塾

「平成長久館」

事業  

7,840,000 とくしま産

業振興機構  

経営者・

従業者  

経 営 者 や 従 業 者 を

対象として、DX・Ｇ

Ｘ 分 野 等 の セ ミ ナ

ー等を開催。  

 

 

 

 

 

 


